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件 名 

 

 

要 旨 

陳  情 

 

香川県ホームページに掲載されている民間団体が障害福祉サービス等事業

者に含まれるかどうかについて 

 

香川県ホームページで〇〇（団体名）という団体が紹介されている。 

この団体に財務書類の報吿•公表を義務付けていただきたい。 

厚生労働省は先月開かれた障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会合

で、障害福祉サービス等情報制度の公表率が８割程度にとどまっていること

を報告し「未公表となっている事業所への報酬による対応」を検討すること

を提案したそうである。地方自治体においても同様の動きがあって当然では

ないか。厚生労働省によると、障害福祉サービス等事業者は、法令上、財務

書類の報告•公表が義務化されているそうである。(しかし財務状況の公表は

低調) 

〇〇（団体名）も”障害福祉サービス等事業者”に含まれるのではないか。

「いや、あの団体は障害福祉サービス等事業者に含まれない」ということな

らば、その理由を香川県ホームページで説明していただきたい。 

 


